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0.三菱食品 概要
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商号 三菱食品株式会社
Mitsubishi Shokuhin Co., Ltd.

本社所在地 東京都大田区平和島

設⽴ 1925年（大正14年）3月13日

事業内容 国内外の加工食品、低温食品、酒類及び菓子の卸売を主な事業内容
とし、らに物流事業及びその他サービス等の事業活動を展開。

資本⾦ 10,630百万円（2018年3月31日現在）

売上高 2,513,427百万円（2018年3月期連結）

従業員数 4,427名（2018年4月1日現在）

※ 出典︓弊社HP https://www.mitsubishi-shokuhin.com/index.html
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1.食品廃棄物等排出量推移
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【排出量実数】
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1.食品廃棄物等排出量推移
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【再⽣利⽤等実施率】

単位︓％

再⽣利⽤等実施率A︓定期報告書掲載数値，
再⽣利⽤等実施率B︓（再⽣利⽤等実施量＋熱回収量）÷食品廃棄物等排出量

卸売業の目標再⽣利⽤実施率︓70.0％
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1.食品廃棄物等排出量推移
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【発⽣抑制目標値】
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2.食品ロス削減の取組み
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・ 食品卸売業は食のインフラであり、在庫数量の調整は永遠の課題
・ 業態毎の施策に加え、川上、川下との協働の取組みも始まっている
・ 業界団体が中⼼となって、同業連携による合理化が加速しつつある

手法 要因 現状

1. 適正在庫調達（需要予測システム） 確定受注でない・追加受注あり ◎

2. 製配販の連携による返品削減 サプライチェーン全体での取組の重要性 ◎

3. メーカー返品 所謂1/3ルール・商習慣・入庫期限 ○

4. 不良歩引の提案 販売先からの返品・納品基準（期限） ○

5. 処分販売（アウトレット含む） － △

6. 社内販売 － ×
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2.食品ロス削減の取組み
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食品廃棄物等の発⽣状況（参考）

・ メーカーで製造された商品を仕入れ、納品先（小売店）ごとに仕分けて配送するセンター業態
と、自社で製造した商品を小売店に販売する販社業態とに大別される。

・ 検疫や成分検査で輸入禁⽌や規格外となった商品（検品不合格品）、輸送過程で発⽣した
破損品、大ロットで購入した商品を小売店からの注文に応じて小分けして納品する際の端数（
在庫）、欠品を出さずに供給するための在庫で納入期限を過ぎたもの、商品サンプル等が発⽣
している。

発⽣抑制の可能性（参考）

・ 「努⼒により削減余地あり」と「サプライチェーンでの取組が必要」という意⾒が同程度存在し、
返品や1/3ルールのような商慣習が、削減の課題と推測。

・ また、発⽣抑制の取組については「在庫管理の精緻化」が最も多い。
・ このことから、「納入期限切れの在庫」に着目した取組を推進することにより、食品廃棄物等の発

⽣抑制の可能性があり、発⽣量の把握⽅法等を含めた在庫管理の⽅法について、更なる検討
の必要がある。

出典︓平成24年1月 「食品廃棄物等の発⽣抑制の目標値検討ＷＧ報告書」 より抜粋
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3.食品リサイクルの取組み
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・ 本社 環境対応部署が中⼼となり、処理委託契約を増進中
・ 廃棄物処分場対応と同様の手法により、食品リサイクル業者を視察を実施
・ フードバンクとの取組みは、近年縮小傾向
・ 自前での食品残渣処理は技術的に無理があった・・・

手法 現状

1. 順次、再⽣利⽤事業者との処理委託契約を推進 ◎

2. 社内ルールの徹底（年1回の処分場視察の義務化） ◎

3. 寄付・フードバンクの活⽤ △

4. 自社での肥料化 ×
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3.食品リサイクルの取組み
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チェック基準を基に
視察を実施

チェックポイント 確認⽅法 NO チェック基準
収集運搬機器 目視確認 1 運搬⾞及び運搬機器は廃棄物が⾶散、流出、悪臭防⽌策が完備しているか
保管/処理施設 目視確認 2 廃棄物処理に関する施設である旨の表⽰(掲⽰板）をしているか
　　　　　 3 保管施設の表⽰には許可の範囲、期間(許可期限内）、管理者名及び自治体名の表⽰

4 保管施設は廃棄物が⾶散、流出、地下浸透等及び悪臭防⽌策が完備しているか
5 保管場所は適切に保管出来るスペース（場所容積）が確保されているか
6 施設は適切に維持管理され、⽼朽化していないか
7 焼却する場合は焼却設備を⽤いているか
8 埋め⽴て処理の場合、埋め⽴て完了部分は表⾯を⼟砂で覆っているか
9 当社排出物が⻑期に渡って処理されず滞留していないか

聞き取り 10 焼却設備は基準（ダイオキシン発⽣等）を満たしているか※該当の場合
11 残余埋⽴容量の測定を１年に1回以上実施しているか
12 管理型処分場の場合、埋⽴ガス処理施設は完備されているか
13 管理型処分場の場合、遮⽔工、浸出⽔処理施設は完備されているか
14 管理及び安定型処分場の場合、⽔質試験やモニタリング管理されているか
15 管理型処分場の場合、遮⽔工劣化や破損漏出を検知出来るか
16 管理型処分場の場合、地下⽔位上昇に備え、地下⽔集排⽔設備を完備しているか
17 遮断型処分場の場合、漏⽔対策や構造設置基準を満たしているか
18 遮断型処分場の場合、保有⽔の漏出管理を⾏っているか

最終処理⽅法 聞き取り 19 焼却灰の処理はどの様に⾏っているか
委託契約書 目視確認 20 委託契約書は保存されているか
マニフェスト 聞き取り 21 当社の委託したマニフェストは保管されているか

【食品廃棄物等処理施設 チェック基準】
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4.課題について
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発⽣抑制（食品廃棄物を排出しないこと）が
最も重要であることは分かっているのですが・・・

先ず

※ 財団法人食品産業センター 「食品リサイクル法 定期報告がスタート︕」パンフレット より抜粋 ※ 農林⽔産省 食料産業局 食品産業環境対策室資料 平成24年3月6日
※ 「食品廃棄物の発⽣抑制に係る目標値の検討結果」より抜粋
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4.課題について
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・ 容器包装との分別作業も含めた処理委託が必須（≒コストアップ）
・ 法規制の求める「そのまま商品として使えないようにするなどの適切な措置」の検討
・ 飼料化・肥料化原材料の保管状況に加え、その完成品の⾏き先も重要と思料

課題 内容

1. 容器包装との分別が困難 取扱商品はすべて外装と内容物が密着

2. 地域により対応できる業者がいない 特に中国地⽅、四国地⽅、九州地⽅

3. 熱回収の活⽤ 法規制の要求事項の厳しさ

4. 動植物性残渣の定義（産廃/一廃） 産廃として扱えるのは廃掃法上、製造業のみ

5. 電子マニフェスト推進への障壁 産廃であることが前提となる

6. 飼料化、肥料化の詳細確認 飼料、肥料の品質や売り先等の確認が必要
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4.課題について
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【弊社の食品廃棄物等の特徴】
・ 毎回定量を排出しない
・ 毎回排出する種類が異なる（多品種）
・ 容器包装が密着している
・ 油分、塩分、⾹⾟料、⽔分 等が多く含まれる

難儀

【参考】平成19年度に 登録再⽣利⽤事業者へのヒアリングを実施

※ 三菱食品株式会社資料より抜粋

※ 農林⽔産省HP掲載資料「登録再⽣利⽤事業者一覧表」より抜粋（ただし 上図は平成19年10月11日現在版）
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5.まとめ
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・ 食品廃棄に関する社内での更なる意識向上を図る

・ 食料・飲料卸売業（飲料を中⼼とするものを除く。）として、
まず排出量削減を目指す

・ 食品サプライチェーン（同業他社、他業種）との協働の取組み
にも注⼒中（業務効率化含む）

・ リサイクル完成品（飼料・肥料）の品質と売り先の確認




